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令和７年度 

 

○ 介護テクノロジー導入支援 

 

○ 介護テクノロジーパッケージ型導入支援 

 

○ 導入支援と一体的に行う業務改善支援 

 

 

 

補助事業の手引き 
 

 

 

 

 

 

 

 

福島県補助募集ページ： 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/r7kaigorobot.html 

 

≪問い合わせ先≫ 

福島県高齢福祉課 施設福祉担当 

TEL：024-521-7533 

Mail: kourei-kaigorobot@pref.fukushima.lg.jp 
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 ３ 基準額 ················································ 16 

【各事業共通事項】 

１ 補助対象者 

  県内に所在する介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業所又は老人

福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム 

 

２ 申請方法及び必要書類 

（１）提出先 

   〒９６０－８６７０ 

   福島市杉妻町２番１６号（西庁舎７階） 

   福島県保健福祉部高齢福祉課 施設福祉担当 

 

  電子メール：kourei-kaigorobot@pref.fukushima.lg.jp 

アドレス入力誤りにより申請メールが届かない事例がおきております。 

ご注意ください。 

 

（２）申請方法 

   郵送で１部又は電子メールで提出 

   ※電子メール送信後、しばらくしたら到着確認の電話をお願いします。） 

 

（３）要綱・様式掲載 URL 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/r7kaigorobot.html 

 

（４）申請にあたっての注意点 

 ア 「県の交付決定日から令和８年１月３１日まで」に実施する事業が今回募集する事業の

対象です。 

 イ 県の交付決定前に着手した場合、補助金を交付できませんのでご注意ください。 

 ウ 他の補助金等を受けて導入する介護ロボット等については、本事業における補助金の対

象とはなりません。 

 エ やむを得ない理由により、交付決定前に着手する場合は、内示後に別紙様式１０を提出

してください。その場合でも、着手は内示後となりますので、ご注意ください。 

 オ 申請される介護事業所においては、６月２６日（木）にふくしま介護生産性向上支援セ

ンター主催で開催する「令和７年度第１回福島県介護生産性向上支援セミナー」の受講を

必須とします。セミナーの開催案内については当課ＨＰをご確認ください。 

 （URL）https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/seisanseikensyu0701.html 

   ※ 後日配信するアーカイブ動画の受講でも可とします。 

 カ 全体の応募額によっては、補助上限額が記載を下回る場合や交付できない場合がありま

す。あらかじめご了承ください。 

 キ 計画書や申請書、実績報告書は事業所ごとかつ事業ごとに個別に作成してください。 

 ク 本事業は、令和７年度６月補正予算成立後において、事業を円滑に開始できるよう成立

前に公募するものです。このため、当該事業は予算の成立が前提であり、かつ、今後内容

等に変更があり得ることをあらかじめご了承ください。 
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（５）補助要件 

     次に掲げるア～クについて、いずれも満たすことを要件とする。 

 ア 以下表１に掲げるサービスについては、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及

び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（名称は問わない。）を設置する

こと。 

  （参考）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会のポイント・事例集 

  （掲載先：https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001283606.pdf） 

（表１） 

短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介

護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービス

（看護小規模多機能型居宅介護）、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、介護医療院、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、

介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対

応型共同生活介護 

 イ 以下表２に掲げるサービスについては、令和７年度までに「ケアプランデータ連携シス

テム」の利用を開始すること。 

 （表２） 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリ

テーション、福祉用具貸与、居宅療養管理指導、短期入所生活介護、短期入所療養介護、

居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対

応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅

介護、特定施設入居者生活介護（短期利用）、地域密着型特定施設入居者生活介護（短期

利用）、認知症対応型共同生活介護（短期利用）、居宅介護支援、介護予防訪問入浴介護、

介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーショ

ン、介護予防福祉用具貸与、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護（介

護老人保健施設）、介護予防短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）、介護予防短期入

所療養介護（介護医療院）、介護予防居宅療養管理指導、介護予防認知症対応型通所介護、

介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用）、介護

予防認知症対応型共同生活介護（短期利用）、介護予防支援、訪問型サービス（みなし）、

訪問型サービス（独自）、訪問型サービス（独自／定率）、訪問型サービス（独自／定額）、

通所型サービス（みなし）、通所型サービス（独自）、通所型サービス（独自／定率）、通

所型サービス（独自／定額） 

ウ 本事業による導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽

減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合

には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。 

  エ 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」

又は「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。事業所単位で単一の法人番号を有してい

ない場合には、法人単位として、又は事業所の代表者を「個人事業主」として申し込むこ

と。加えて、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。なお、セ

キュリティ対策については、最新版の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」を参考にすること。 

オ 介護事業所の業務効率化に向けた課題解決につなげ、当該取組を継続的に行うため、次

に掲げる①又は②のいずれかを受けることを要件とする。 

  ① コンサルティング会社等による業務改善支援 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001283606.pdf
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    生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有

する第三者（業務改善を支援する事業者）が、介護事業所において、①事前評価（課題

抽出）、②業務改善に係る助言・指導等、③事後評価（導入後の定着支援も対象とする）

等の支援を受けること。 

  ② ふくしま介護生産性向上支援センター等による業務改善支援 

県が別に設置するふくしま介護生産性向上支援センターや厚生労働省委託事業「都道

府県における生産性向上の取組に関する調査及び普及支援（中央管理事業）並びに 2025

年国際博覧会設営等事業」の相談窓口が実施する研修を受講すること。なお、本研修と

は別に第１７条第１項に定めるとおり、ふくしま介護生産性向上支援センターに相談す

ること。 

カ 厚生労働省が発行する以下の資料を参考に、介護ロボットや ICT等を活用した事業所内

の業務改善に取り組み、業務改善計画を作成すること。 

・介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン 

・介護サービス事業所における ICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き 

・介護ソフトを選定・導入する際のポイント集 

・介護ロボットのパッケージ導入モデル 

・介護現場で活用されるテクノロジー便覧 

キ 「科学的介護情報システム（ Long-term care Information system ForEvidence：LIFE

（ライフ）。以下「LIFE」という。）による情報収集に協力すること。なお、本事業におい

てタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること。 

ク 厚生労働省等が実施する効果検証事業等に可能な限り協力すること。（厚生労働省等か

ら補助事業所に対して直接協力依頼の打診をする場合がある。） 

 

（６）導入効果の報告 

  補助事業者は、補助を受けた翌年度から３年の間、福島県及び厚生労働省老健局高齢   

者支援課介護用務効率化・生産性向上推進室に業務改善効果等を報告すること（具体的  

な報告内容や報告方法、報告期限等の詳細については、毎年度別途通知する。）。 

 

（７）補助率 

   対象経費の３／４以内 

 

（８）基準額・補助上限額 

介護テクノロジー導入支援、介護テクノロジーパッケージ型導入支援の合計で、１法     

人につき９００万円を上限とする。 

※導入支援と一体的に行う業務改善支援については、法人単位の上限額を設けず、１事  

業所につき４５万円を上限とする。 
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種別 基準額 補助上限額 

１ 

介
護
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
導
入
支
援 

 

介護 

ロボット 

移乗支援  

１００万円／台 

 

 

 

 

１，２の合計で

１法人につき 

上限９００万円 

入浴支援 

別表第４で定める機

器 

上記以外 ３０万円／台 

 

 

介護業務支援」に該当する 

介護ソフト 

職員数 

 １人～１０人 １００万円／事業所 

１１人～２０人 １５０万円／事業所 

２１人～３０人 ２００万円／事業所 

３１人～    ２５０万円／事業所 

 

２ 介護テクノロジー 

パッケージ型導入支援 
９００万円／事業所 

３ 導入支援と一体的に行う 

業務改善支援 
４５万円／事業所 

１事業所につき

４５万円 

 

（９）提出書類 

 ア 事業計画 

  ・申請期間：令和７年６月２３日（月）～７月３１日（木）１７：００まで 

  ・各事業所、各事業で計画書等を作成してください。 

事業名 提出書類 

○ 介護テクノロジー導入支援 

 

 

①別紙様式１（介護テクノロジー所要額調書） 

②別紙様式４（業務改善計画書） 

③見積書 

④購入機器が分かる資料（製品パンフレット等） 

○ 介護テクノロジーパッケー

ジ型導入支援 

①別紙様式２（介護テクノロジーパッケージ型所要額調書） 

②別紙様式４（業務改善計画書） 

③見積書 

④購入機器や工事内容が分かる資料（製品パンフレット、

図面等） 

○ 導入支援と一体的に行う業

務改善支援 

 

 

①別紙様式３（業務改善支援所要額調書） 

②別紙様式４（業務改善計画書） 

③見積書 

④コンサル実施内容や研修内容等が分かる資料 
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イ 交付申請 

・補助金振込口座は原則法人で１つに統一してください。 

事業名 提出書類 

○ 介護テクノロジー導入支

援 

 

 

①第１号様式（交付申請） 

②第２号様式（事業計画書） 

③第３号様式（収支予算書） 

④別紙様式１（介護テクノロジー所要額調書） 

⑤別紙様式４（業務改善計画書） 

⑥見積書 

⑦購入機器や工事内容が分かる資料（製品パンフレット、図

面等） 

⑧独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する

「SECURITY ACTION」の宣言状況がわかる書類 

（宣言申込後に受け取るメールの写しまたは「自己宣言 

サイト」にログインし、表示される申請状況画面のスク 

リーンショット等） 

⑨補助金振込口座の通帳の表紙と見開きの写し 

⑩別紙様式 10（交付決定前着手届） 

○ 介護テクノロジーパッケ

ージ型導入支援 

①第１号様式（交付申請） 

②第２号様式（事業計画書） 

③第３号様式（収支予算書） 

④別紙様式２（介護テクノロジーパッケージ型所要額調書） 

⑤別紙様式４（業務改善計画書） 

⑥見積書 

⑦購入機器や工事内容が分かる資料（製品パンフレット、図

面等） 

⑧独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する

「SECURITY ACTION」の宣言状況がわかる書類 

（宣言申込後に受け取るメールの写しまたは「自己宣言 

サイト」にログインし、表示される申請状況画面のスク 

リーンショット等） 

⑨補助金振込口座の通帳の表紙と見開きの写し 

⑩別紙様式 10（交付決定前着手届） 

○ 導入支援と一体的に行う

業務改善支援 

 

 

①第１号様式（交付申請） 

②第２号様式（事業計画書） 

③第３号様式（収支予算書） 

④別紙様式３（業務改善支援所要額調書） 

⑤別紙様式４（業務改善計画書） 

⑥見積書 

⑦コンサル実施内容や研修内容等が分かる資料 

⑧独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する

「SECURITY ACTION」の宣言状況がわかる書類 

（宣言申込後に受け取るメールの写しまたは「自己宣言 

サイト」にログインし、表示される申請状況画面のスク 

リーンショット等） 
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⑨補助金振込口座の通帳の表紙と見開きの写し 

⑩別紙様式 10（交付決定前着手届） 

ウ 実績報告 

  ・導入した機器の写真は、本事業を活用して導入した台数が確認できるものとしてくだ   

さい。 

  ・介護ソフトはパソコンやタブレットの画面に介護ソフトが写った状態の写真を提出して

ください。 

事業名 提出書類 

○ 介護テクノロジー導入支

援 

 

 

①第６号様式（完了報告） 

②第７号様式（実績報告） 

③第８号様式（事業実績書） 

④第９号様式（収支精算書） 

⑤第 11号様式（交付請求） 

⑥別紙様式５（介護テクノロジー精算額調書） 

⑦別紙様式８（業務改善実績書） 

⑧請求書 

⑨領収書 

⑩導入した機器の写真 

（以下、該当者のみ） 

⑪ケアプランデータ連携システムの「受信一覧」もしくは「送

信一覧」の画面データ 

○ 介護テクノロジーパッケ

ージ型導入支援 

①第６号様式（完了報告） 

②第７号様式（実績報告） 

③第８号様式（事業実績書） 

④第９号様式（収支精算書） 

⑤第 11号様式（交付請求） 

⑥別紙様式６（介護テクノロジーパッケージ型精算額調書） 

⑦別紙様式８（業務改善実績書） 

⑧請求書 

⑨領収書 

⑩導入した機器及び工事内容がわかる写真 

（以下、該当者のみ） 

⑪ケアプランデータ連携システムの「受信一覧」もしくは「送

信一覧」の画面データ 

○ 導入支援と一体的に行う

業務改善支援 

 

 

①第６号様式（完了報告） 

②第７号様式（実績報告） 

③第８号様式（事業実績書） 

④第９号様式（収支精算書） 

⑤第 11号様式（交付請求） 

⑥別紙様式７（業務改善支援精算額調書） 

⑦別紙様式９（業務改善支援実績書） 

⑧請求書 

⑨領収書 

⑩コンサルを実施したことが分かる資料 
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３ 選定方法 

  補助の対象を選定するに当たっては、以下（１）から（３）の順に優先して選定すること

とする。 

（１）県が別に実施するふくしま介護テクノロジー導入モデル事業にて伴走支援を受ける介護

事業所 

（２）（１）に該当しない介護事業所のうち、過去２年間に福島県補助金※の交付を受けたこ

とがない介護事業所 

（３）（１）及び（２）に該当しない介護事業所のうち、業務改善計画書（別紙様式４）の内

容により、特に優先度が高いと県が判断した介護事業所 

 

 ※「令和５年度福島県介護ロボット・ＩＣＴ導入支援事業費補助金」及び「令和６年度福島

県介護ロボット・ＩＣＴ導入支援事業費補助金」、「令和５年度福島県地域医療介護総合確

保基金事業補助金（介護施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ＩＣＴ導入

支援事業）」、「令和６年度福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金（介護施設等の大

規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ＩＣＴ導入支援事業）をいう。 

 

４ 事業の募集から終了までの流れ 

事業の流れ 時期 

（１）事業計画書等の提出  

【事業者→県】 

令和７年６月２３日（月）～ 

７月３１日（木）17:00必着 

（２）内示通知  

【県→事業者】 

令和７年９月上旬頃 

（３）交付申請書等の提出  

【事業者→県】 

内示時に提出期限をお知らせします 

（４）交付決定  

【県→事業者】 

交付申請後随時 

（５）事業の実施  

【事業者】 

随時 

（６）完了届・実績報告書等の提出  

【事業者→県】 

事業完了後 30 日以内または令和８年１月３１日

のいずれか早い日 

（７）確定通知（必要な場合）  

【県→事業者】 

事業実績確認後 

（８）補助金の支払  

【県→事業者】 

確定通知後随時 

 

５ 事業実施にあたっての留意事項 

（１）補助額のうち、介護テクノロジー導入支援及び介護テクノロジーパッケージ型導入支

援で示す機器等と一体的に使用するための情報端末（ＰＣ、タブレット端末）につい

て、１台あたりの補助額は１０万円以内とする。 

（２）同一年度内に複数の機種を同一の目的のために導入する場合、複数の機種への補助は

認められない。 

（３）他の補助金等を受けて導入する介護ロボット及びＩＣＴ機器、通信環境の整備等につ

いては、本事業における補助の対象とはならない。 

（４）介護事業所の業務効率化の観点から、本事業により導入したタブレット端末等に、事

業所が現に所有する既存のソフトウェア等をインストールし、記録業務・情報共有業
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務・請求業務に加えて補助的にバックオフィス業務で利用することや、テレビ会議シス

テムを用いて離れた場所にいる利用者家族等が利用者と面会を行う際に本事業で導入し

たタブレットを利用すること等は差し支えない。 

（５）本事業の補助対象となるＩＣＴ機器等は、研究開発品ではなく企業が保証する商用の

製品であるが、本事業で補助したタブレット端末等に、事業所において独自開発した介

護ソフトについて、動作の安定性やサポート体制を確認した上で、インストールして使

用しても差し支えない。ただし、本事業の補助を事業所が独自開発する介護ソフト等の

開発に充てることは認められない。 

（６）交付決定前に実施した事業に着手する必要が生じた場合には、その理由を記載した福

島県介護テクノロジー導入支援事業交付決定前着手届出書（別紙様式１０）を知事に提

出することで、事前に着手することができるものとする。 

   なお、補助事業者は、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの

責任とすることを了承した上で当該事業に着手するものとする。 
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６ 事業共通 Q&A 

No. 質問 回答 

１ 申請者は施設長か 申請者は法人代表者になります。 

２ １つの法人から複数の事業所の申請

は可能か。 

可能です。施設ごとに申請書を提出してくだ

さい。 

３ 過年度に申請を行ったが今年度も申

請可能か。 

申請可能です。 

ただし、補助対象者を選定するに当たって

は、過去２年間に福島県補助金※の交付を受

けたことがない事業所が優先となります。 

※交付要綱別表第１参照。 

４ 事業の着手は交付決定以降になるの

か。 

内示通知後、別紙様式 10（交付決定前着手届）

を提出いただくことで、交付決定を待たずに

着手することができます。 

その場合でも着手（注文、契約）は内示後に

行っていただく必要がありますのでご注意

ください。 

５ 別紙様式 10（交付決定前着手届）を提

出すれば、募集前に購入した介護ロボ

ットや ICT 機器も補助対象になるの

か。 

補助対象になりません。別紙様式 10（交付決

定前着手届）は、内示から交付決定までの間

に着手する必要がある場合に提出してもら

う書類です。 

６ 書類の提出方法は。 郵送またはメールにて提出してください（電

子メールで提出した場合は送受信の確認の

ため、送信後しばらくしてから電話にて送信

した旨お知らせください。）。 

７ 着手年月日や完了年月日とはどの時

点を指すのか。 

着手年月日はメーカーに注文した日（契約

日）、完了年月日は代金の支払日(領収書の日

付)になります。 

８ 見積合わせをすると着手したことに

なるのか。 

見積合わせは着手に含まれません。着手とは

商品をメーカー等に注文（契約）することを

意味します。 

９ 提出する見積書は何社分必要か １社分のみで結構です。 

１０ 新規開設する予定の事業所でも補助

金を申請することは可能か。 

事業計画提出時点で既に開設されている事

業所のみが対象になります。 

１１ 法人でまとめて機器等を購入する場

合、見積書は１つで良いか。 

見積書は原則申請する事業所ごとに作成し

てもらってください。 

１２ １つの事業所から介護テクノロジー

導入支援、介護テクノロジーパッケー

ジ型導入支援、導入支援と一体的に行

う業務改善支援の３つ同時に申請は

できるのか。 

可能です。手引きをご確認のうえ、それぞれ

の必要書類を提出してください。 
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【介護テクノロジー導入支援（介護ロボット・ＩＣＴの導入）】 

 

１ 補助対象経費 

（１）重点分野に該当する介護テクノロジー 

   経済産業省と厚生労働省が定める「介護テクノロジー利用の重点分野」（以下「重点分

野」という。）に該当する機器等を導入する際の経費とする。 

   なお、重点分野のうち「介護業務支援」には、いわゆる介護ソフトも含まれる。介護ソ

フトについては、介護事業所等の業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報

共有業務（事業所内の情報連携のみならず、居宅サービス計画やサービス利用票等を他事

業所と連携する場合を含む。）、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているもので

あること（転記等の業務が発生しないものであること）とする。 

（２）別表第４で定める機器等 

   （１）に該当しない機器のうち、別表第４に掲げる要件のいずれにも該当し、かつ介護

従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等につながる業務の効率化など、介護

従事者が継続して就労するための環境整備として有効であり、介護サービスの質の向上に

つながると判断される機器等。 

 （別表第４） 

１ 以下のアからキのいずれかに該当する機器 

  ア 移乗や移動、入浴を支援する機器であり重点分野に該当しない機器（床走行式 

リフト等） 

  イ 介護施設等における調理支援などの職員の負担を軽減する機器（一括で調理支

援を行う機器、加熱・冷蔵機能等を備えた配膳車や配膳ロボット等） 

  ウ 生産性向上に資する福祉用具（訪問介護事業所で使用するスライディングボー

ド等） 

  エ 過年度に導入した見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境整備

に要する経費（配線工事、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管

理サーバー、ネットワーク構築等） 

  オ 職員間の情報共有や職員の移動負担の軽減など効果的・効率的なコミュニケー

ションを図るための機器（インカム等） 

  カ バックオフィスソフト（電子サインシステム、給与、勤怠管理等） 

  キ バイタル測定が可能なウェアラブル端末 

２ 一般的な用途に限定される機器等ではなく、介護事業所での使用に適合するもの。 

３ 販売価格が公表されており、一般的に購入できる状態にあること 

 ※ リース費用は当該年度の１月末までにかかる経費のみが対象となる。 

 

２ 補助対象外経費 

・ 消費税及び地方消費税 

 ・ 通信に係る経費 

 ・ 機器のメンテナンス費用 

 ・ その他本事業の趣旨から適当とは認められない費用 

 

３ 基準額 

（１）介護ロボット 

   １機器につき、補助対象経費の実支出額に４分の３を乗じて得た額と、以下の表の基 

準額とを比較して、少ない方の額を補助額とする。 
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種別 基準額 

移乗支援（装着型・非装着型）  

１００万円／台 入浴支援 

別表第４で定める機器 

上記以外 ３０万円／台 

 

（２）「介護業務支援」に該当する介護ソフト 

   補助対象経費の実支出額に４分の３を乗じて得た額と、以下の表の基準額とを比較 

して少ない方の補助額とする。 

職員数※ 基準額 

 １名以上１０名以下 １００万円／事業所 

１１名以上２０名以下 １５０万円／事業所 

２１名以上３０名以下 ２００万円／事業所 

３１名以上 ２５０万円／事業所 

  ※ 職員数には訪問介護員等の直接処遇職員だけでなく、ＩＣＴの活用が見込まれる管理

者や生活相談員等の職員も算入して差し支えない。 

  ※ 職員数については、申請時点における常勤換算方法により算出された人数（「指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平成１１年３月３１日厚生

省令第３７号）第２条第８号等の規定に基づいて計算した額とし、小数点以下は四捨五

入するものとする。）とするが、居宅を訪問してサービスを提供する職員（訪問介護員、

居宅介護支援専門員等）及び管理者や生活相談員等の職員については、従事する職務の

性質上、実人数（常勤・非常勤の別は問わない）としても差し支えない。 

 

４ その他 

（１）「１（１）重点分野に該当する介護テクノロジー」の導入に付帯して必要となる経費は、

主となる機器と併せて導入する場合に限って、補助対象とすることができる。 

 （機器等の導入に付帯して必要と認められる経費の例） 

・ 介護テクノロジーを利用するための Wi-Fi環境整備のために必要な経費（配線工事（有

線 LANの設置工事も含む）、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバ

ー、ネットワーク構築等） 

  ・ 介護テクノロジーの利用に伴い導入するＰＣ，タブレット端末 

（２）本補助金を活用して「介護業務支援」に該当する介護ソフトを導入する訪問介護事業所

等の居宅サービス事業所又は居宅介護支援事業所（介護予防を含む。）であって、令和７

年度中に「ケアプランデータ連携システム」により５事業所以上とデータ連携を実施する

場合は、上記補助額に５万円を加算する。 
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５ 介護テクノロジー導入支援Ｑ＆Ａ 

No. 質問 回答 

１ 補助対象となる介護ロボット及

び介護ソフトを教えてほしい。 

手引きの補助対象経費と『「介護テクノロジーの

重点分野」の定義』を参照ください。 

２ 付属品は補助対象に含まれる

か。 

介護ロボットやＩＣＴ機器等の使用に必要不可

欠なものであり、最低限の機能の一部として考

えられるものであれば対象になります。 

３ 介護ロボットやＩＣＴ機器を活

用するために必要な情報端末

（ＰＣ、タブレット等）は補助

対象に含まれるか。 

重点分野に該当する介護テクノロジー導入に付

帯して必要となる場合は補助対象となります。 

なお、ＰＣやタブレットなどの情報端末は、１

台あたりの補助額は１０万円以内となります。 

４ 介護ロボットを５年間のリース

契約で購入した場合、補助対象

となる期間は。 

「当該年度中」の経費を補助対象としており、

当該年度の１月末までの経費が対象となりま

す。 

５ １つのソフトではなく複数のソ

フトを連携させて結果的に転記

不要になる場合にも対象になる

か。 

１つのソフトではなく複数の介護ソフト間の連

携により転記が不要になるのであれば対象とな

ります。また、複数の介護ソフトを連携させる

ソフトウェアも対象となります。 

６ 毎月費用を支払う介護ソフトは

「１年分」が対象となるのか、

それとも「１月末まで」が対象

か。 

当該年度の１月末までに発生した経費が対象と

なります。 

７ 介護ソフトの５年間の使用権

（ライセンス）を購入する場

合、購入した年度に全額を対象

経費として扱ってよいか、それ

とも按分して当該年度の１月末

までの経費を補助対象経費とす

るべきか。 

使用権（ライセンス）購入型の介護ソフトは、

使用期限はあるものの、購入時に一括して費用

を支払うものであり、性質としてはパッケージ

型介護ソフトの購入と同質であると考えられる

ことから、初年度に全額を補助対象経費として

扱います。 

８ 通信環境整備のみの場合でも補

助対象となるか。 

対象になります。（交付要綱別表第４－１エ） 

なお、介護業務支援に該当する機器（介護ソフ

ト等）と併せて導入する場合には、介護テクノ

ロジーパッケージ型導入支援で申請することが

可能です。 

９ 申請するには必ず「SECURITY 

ACTION」の「★一つ星」または

「★★二つ星」のいずれかを宣

言しないといけないのか。 

厚生労働省より『「SECURITY ACTION」の「★一

つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言

すること』が補助要件とされていますので、必

ず宣言いただく必要があります。 

１０ 「SECURITY ACTION」はどうやっ

て宣言するのか。 

宣言方法は「事業内容詳細」P7の『「SECURITY 

ACTION」の概要説明 

https://www.ipa.go.jp/security/security-

action/』より「SECURITY ACTION」のページに

移動していただき、自己宣言事業者の申込方法

ページから申し込んでください。 

事業所単位で単一の法人番号を有していない場

合には、法人単位として、又は事業所の代表者

を「個人事業主」として申し込んでください。 

https://www.ipa.go.jp/security/security-action/
https://www.ipa.go.jp/security/security-action/
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【介護テクノロジーパッケージ型導入支援（「介護業務支援」に該当

する機器及び連動するテクノロジー（介護ロボット・ICT・通信環

境整備）の組合せによる導入）】 

 

１ 補助対象経費 

  重点分野のうち「介護業務支援」に該当するテクノロジーと、そのテクノロジーと連動

することで効果が高まると判断できるテクノロジーを導入する場合に必要な経費（通信環

境整備に係る経費も含む） 

（パッケージ型導入支援の例） 

 ・ 「介護業務支援」に該当する機器＋「見守り・コミュニケーション」に該当する機器 

 ・ 「介護業務支援」に該当する複数の機器 

 ・ 介護記録ソフト＋介護請求ソフト 等 

 

２ 補助対象外経費 

 ・ 消費税及び地方消費税 

 ・ 通信に係る経費 

 ・ 機器のメンテナンス費用 

 ・ その他本事業の趣旨とは適当とは認められない費用 

 

３ 基準額 

  １事業所につき、９００万円 

 

４ その他 

本補助金を活用して「介護業務支援」に該当する介護ソフトを導入する訪問介護事業所等

の居宅サービス事業所又は居宅介護支援事業所（介護予防を含む。）であって、令和７年度

中に「ケアプランデータ連携システム」により５事業所以上とデータ連携を実施する場合は、

上記補助額に５万円を加算する。 

 

５ 介護テクノロジーパッケージ型導入支援Ｑ＆Ａ 

No. 質問 回答 

１ 「介護業務支援」に該当す

るテクノロジーとはどのよ

うなものが対象となるか。 

『「介護テクノロジーの重点分野」の定義』Ｐ１３に記

載されている定義をすべて満たす機器・システムやいわ

ゆる「介護ソフト」（記録、請求業務等を一気通貫で行う

ことが可能なもの）が対象となります。 

２ 連動するテクノロジーはど

のようなものが対象となる

か。 

例えば、見守り支援機器から得られる情報を収集・分

析することが可能な介護業務支援ロボットを導入する場

合、見守りセンサーやカメラ、通信環境整備など連動す

ることでより高い効果を発揮できるものなどが対象とな

ります。 
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【導入支援と一体的に行う業務改善支援（コンサルタント会社等によ

る業務改善支援）】 

 

１ 補助対象経費 

コンサルティング会社等による業務改善支援 

   生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する 

第三者（業務改善を支援する事業者）が、介護事業所において、①事前評価（課題抽出）、 

②業務改善に係る助言・指導等、③事後評価（導入後の定着支援も対象とする）等の支援 

を行う際に要する経費。 

 

２ 補助対象外経費 

 ・ 消費税及び地方消費税 

 ・ メーカーや販売店等による機器の操作説明に係る経費 

 ・ その他本事業の趣旨から適当とは認められない費用 

 

３ 基準額 

  １事業所につき、４５万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


